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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２４年２月１６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

                               

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年７月１６日 １６時００分ごろ 

発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北西方沖 

 鳥取市所在の長尾鼻灯台から真方位３２０°１３.３海里付近 

 （概位 北緯３５°４２.５′ 東経１３３°５０.０′） 

インシデント調査の経過  平成２３年８月５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 松 曜
しょうよう

丸、４９８トン 

１４０６９２、八晄
はっこう

海運有限会社 

６４.４６ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１９年１２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５９歳 

 四級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 昭和５３年２月１７日 

交 付 年 月 日 平成２１年１０月２３日 

有効期間満了日 平成２７年１月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機逆転減速機付属の弾性軸継手の潤滑油注油系統にある管継手が切断 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、主機を回転数毎分３１５と

して速力約１１.０ノットで鳥取港北西方沖を東進中、機関室当直中の一等

機関士が、機関室を見回りながら各機器の点検を行っていたところ、平成

２３年７月１６日１６時００分ごろ、主機逆転減速機（以下「逆転減速

機」という。）付属の弾性軸継手（以下「継手」という。）の注油系統に取

り付けられていた管継手（以下「ニップル」という。）が切断し、切断部か

ら潤滑油が漏れているのを発見した。 

本船は、潤滑油の漏れを止めることができず、１６時１０分ごろ、鳥取

港北西方沖において、主機の運転を停止し、運航が継続できなくなった。 

船長は、船舶所有者に対し、ニップルの代替品を製作して本船に届ける

こと、及び巡視船に監視してもらうように最寄りの海上保安部に連絡する

ことを依頼した。 

本船は、ニップルを到着した代替品と交換し、翌１７日０３時４０分ご

ろ運航を再開した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、無風、視界 良好 

海象：海上 平穏  
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 その他の事項  漏洩した潤滑油の量は、約２０ℓであった。 

 本船は、安全装置として注油系統に潤滑油圧力低下の警報（警報作動設

定値０.１０MPa）が装備されていたが、警報が作動する前に漏れが発見さ

れた。 

逆転減速機製造会社によれば、本船と類似の構造のニップルの切断は、

出荷納入台数７５台のうち、最初の事例が平成１９年に発生し、本インシ

デントが２例目であった。 

本船の逆転減速機は、平成１９年１０月に納入されていたが、逆転減速

機製造会社は、同年１２月にニップルの設計を変更し、材料をＳ２５Ｃから

Ｓ４５Ｃに変え、肉厚を２mm厚くしていた。 

 

変更前後のニップルの断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆転減速機製造会社によれば、ニップルの切断は、主機、逆転減速機及

び船体の振動などが複合的に影響して発生した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

 本船は、鳥取港北西方沖を東進中、逆転減速機

付属の継手の注油系統に取り付けられていたニッ

プルが切断して潤滑油が漏れたことから、主機の

運転を継続できなくなり、運航不能になったもの

と考えられる。 

 ニップルは、主機、逆転減速機及び船体の振動

などが複合的に作用して切断した可能性があると

考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、鳥取港北西方沖を東進中、逆転減速機付属

の継手の注油系統に取り付けられていたニップルが切断して潤滑油が漏れ

たため、主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・部品の設計変更をした際には、修理事業者や当該製品を搭載する船舶

の船舶所有者等にその旨を周知し、新しい部品との交換を促すこと。 

 

変更前 変更後 




